
徳
島
県
訓
令
第
十
三
号

庁

中

一

般

徳
島
県
統
計
調
査
調
整
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
統
計
調
査
調
整
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
統
計
調
査
調
整
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
徳
島
県
訓
令
第
四
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
中
「者

は
」
を
「者

は

」
に
、
「と

き
は

」
を
「と

き
は

」
に
、
「

必
要

」

，
、

，
、

，

を
「

必
要

」
に
、
「証

票
は

」
を
「証

票
は

」
に
、
「

又
は

」
を
「

又
は

」
に
、
「

資
格

、
，

、
，

、
，

」
を
「

資
格

」
に
、
「に

定
め
る
情
報

」
を
「又

は
第
３
号
に
定
め
る
情
報

」
に
、
「懲

役

」
を
「拘

、

禁
刑

」
に
、
「

そ
の

」
を
「

そ
の

」
に
、
「大

き
さ
は

」
を
「大

き
さ
は

」
に
改
め
る
。

，
、

，
、

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
三
号
の
改
正
規
定
（
「懲
役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


